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（目　　　的）
第１条　　この規程は、経営の根幹となるコンプライアンスについての基本方針を定めるとともに、社内体制、その運用手続き、その他関係する事項を定め、コンプライアンスの推進と徹底を図ることを目的とする。

（定　　　義）
第２条　　この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。
　　　　　1.　「コンプライアンス」とは、国及び地方自治体の定める法律・命令・規則等（行政上の通達を含む、以下「法令等」という。）、社内規程・社内規則・マニュアル等を遵守すること及び社会規範を尊重することをいう。
　　　　　2.　「役員・従業員」とは、会社の役員、従業員（出向者、常勤嘱託者を含む。）をいう。

（基本方針）
第３条　　会社は、公正な競争を通じて利潤を追求するとともに、広く社会にとって有用な存在であり続けるため、コンプライアンスを実践することを基本方針とする。この基本方針に則り、役員・従業員の行動規範として、「東ソーグループ行動指針」を採用する。

（役員・従業員の責務）
第４条　　役員・従業員は、「東ソーグループ行動指針」の定めを遵守することはもとより、高い倫理観をもって、誠実かつ公正に一人一人自らが、コンプライアンスの実践に努めなければならない。

（コンプライアンスリーダー）
第５条　　コンプライアンスの推進と徹底を図るため、コンプライアンスリーダー（以下「リーダー」という。）を置き、総務部長がこの任にあたるものとする。
　　　②　リーダーは、次の事項に関して企画・立案し社長に提言する。
1.　コンプライアンス体制の構築・改変
　　2.　「東ソーグループ行動指針」に関連する規程の策定・改廃
　　3.　コンプライアンス推進のための諸施策
　　　③　リーダーは、次の事項に関して企画・立案のうえ推進・実行する。
　　　　　1.　コンプライアンス教育計画の策定と教育の実施
　　　　　2.　コンプライアンス推進状況の調査・把握
　　　　　　3.　その他社長が指示するコンプライアンス推進に関する事項

（コンプライアンス事務局）
第６条　　リーダーに意見を具申し、リーダーの指示にしたがってコンプライアンス活動を推進するために、コンプライアンス事務局（以下「事務局」という。）を総務部総務課に置く。
　　　　　事務局の業務は次のとおりとする。
　　　　　1.　リーダーへの提案
　　　　　2.　リーダー指示事項の推進
　　　　　3.　リーダー諮問事項の検討
　　　　　4.　調査事項のリーダーへの報告
　　　　　5.　その他コンプライアンス推進に関する事項

（部門担当者）
第７条　　コンプライアンス推進のため、部門担当者を置く。部門担当者は、各部・課・室長とする。
　　　　　部門担当者は、リーダーの指示に従い次の業務を行う。
　　　　　1.　部門内のコンプライアンス活動の推進
2.　部門内のコンプライアンス教育計画の策定及び教育の推進
3.　実施状況の確認とリーダーへの報告
4.　コンプライアンスに関する意見、提案のまとめ
5.　問題事項の把握
6.　その他部門内コンプライアンスに関する事項

（コンプライアンス教育）
第８条　　リーダー及び部門担当者は、コンプライアンス教育の推進に努めなければならない。
　　　②　リーダーは、適切と考える部門に、教育計画に従い教育の実施を委託することができる。
　　　③　教育の目的は次のとおりとする。
　　　　　　1.　コンプライアンスへの関心を高めること
　　　　　　2.　コンプライアンスについての正しい知識を付与すること
　　　　　　3.　法令の趣旨、内容を十分に理解させること

（相　談）
第９条　　従業員は、自らの行動や意思決定がコンプライアンスに違反するかどうかの判断に迷うとき及び社内でコンプライアンスに違反若しくは違反のおそれがあることを知ったときは、上　　　　司に相談しなければならない。
　　　②　コンプライアンスに違反若しくは違反のおそれがあることに関する相談を受けた上司は、速やかにリーダーに報告しなければならない。

（コンプライアンス相談窓口）
第10条　　何らかの理由で前条の相談が困難な場合には、従業員は、別に定めるコンプライアンス相談
         窓口運用基準に従い、会社が設けるコンプライアンス相談窓口に通報することができる。

（監　査）
第11条　　各部門は、コンプライアンスの徹底、改善のため自己チェックを行わなければならない。
　　　 ②　リーダーは、コンプライアンスの推進及び徹底が本規程に基づき適正に実施されているかについて監査を行う。

（規程の管理）
第12条　　この規程の管理は、総務部長が行う。


付　　　則

①　この規程は、２００５年　２月２８日から施行する。
②　２０１５年　９月　１日　社規全般見直しによる一部改訂
③　２０１６年１０月　１日　一部改訂
[bookmark: _GoBack]④　２０２１年　７月　１日　一部改訂
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